
  

令和７年度 品川区青少年問題協議会 

 

令和８年１月２２日 

次      第 

                               

１ 報 告 事 項 

 

（1）令和７年度品川区青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活への 

ガイドブック）作成委員会の報告＜青少年健全育成冊子作成委員会＞ 
                              ･････････（資料.1） 

 

 (2) 令和７年度品川区青少年対策地区委員会の活動状況報告＜青少年対策地区委員会連合会＞ 

                             ･････････（資料.2） 

 

(3) 令和７年度 幼児･児童･生徒の健全育成推進活動報告＜品川区立学校長会＞ 

･････････（資料.3） 

                   

(4) PTA 活動における青少年健全育成と今後の活動報告 

＜品川区立中学校ＰＴＡ連合会、品川区立小学校ＰＴＡ連合会＞ 

                                  ･････････（資料.4） 

              

(5) 品川区における少年非行の概況＜大森少年センター＞ 

･････････（資料.5） 

 

(6) 品川区児童相談所の事業の概況＜品川区児童相談所＞         ･････････（資料.6-1） 

品川区子ども家庭支援センターの概況＜子ども家庭支援センター＞ ････････（資料.6-2） 

 

 

２ 協 議 事 項 

       

(1) 令和８年度品川区青少年健全育成夏季パンフレット作成委員会の設置（案） 

            ･････････（資料.7） 

(2) 令和８年度品川区青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活への 

    ガイドブック）作成委員会の設置（案） 

                                     ･････････（資料.8） 

                                      

３ そ の 他 
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令和７年度 品川区青少年対策地区委員会の活動状況 
 

  令和７年度の地区委員会の活動を下記のとおり報告いたします。 
 

１．地区委員会連合会の活動について 

 
① 地区委員会連合会コミュニティ・スクール（６月３日実施） 

 目 的：健全育成指導者・関係者の青少年健全育成に関する知識の向上。 
    

② 地区委員研修会（６月１４日実施） 
    目 的：地区委員の資質向上と活性化および親睦を図る。 
    

③ 中学生の主張大会（１２月１３日実施） 
    目 的：中学生の自立性・社会性を育てる機会とするとともに、地域の青少年 

健全育成指導者等が中学生に対する理解を深める。 
 

④ スポーツ交流事業（２月７日実施予定） 
    目 的：各種スポーツを通じて、各地区の意見交換および親睦を図る。 

 

２．これまでの青少年育成活動の状況 

１３地区の地区委員会では約１００事業を年間で実施し、地域の子ども・大人・

地区委員などが事業を通じて交流を図っている。青少年育成活動の状況が分かるも

のとして、今回は品川第二地区の令和７年度実施済み・実施予定事業を紹介する。 
 

【品川第二地区委員会】 
①囲碁教室 
◆ 開催日・場所  通年（原則毎月第２・第４・第５土曜日に実施） 
          品川第二区民集会所 

             
◆ 参  加  者  ３５名（うち地区委員３名） 
◆ 内    容   品川第二地区で唯一、通年実施している事業で、初心者が一

から囲碁を学べる。日本棋院のプロ講師１名と品川区アマチュ

ア囲碁連盟の講師７名が基礎から囲碁を教えた。子ども達も回

数を重ねるごとに囲碁が上達し、現在は徐々に対局の回数も増

やしている。囲碁の技術的な面だけでなく、礼儀作法なども教

わっている。囲碁を通して学校を超えた活発な交流が生まれ、

青少年健全育成に寄与している。 

資料２
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②親子キャンプ大会 
◆ 開催日・場所  令和７年８月１０日（日）～１１日（月） 

             
◆ 参  加  者   ３９名（うち地区委員１０名） 
◆ 内    容   自然を楽しみ、品川区とは違う環境を経験することを目的と

して１泊２日で実施した。２日間ともあいにくの雨であったが、

雨の合間にすいか割りや花火・キャンプファイヤーなどを実施

することができた。帰りは道の駅に寄り、地元の名産品やお土

産などを購入し、参加者は思い思いの時間を過ごした。普段と

違う環境で２日間を過ごし、困ったことや難しいこともあった

が、それを乗り越えることで、子どもたちが成長する一助とな

った。 
 

③小学生ドッジボール大会（予定） 
◆ 開催日・場所  令和８年３月１日（日） 

             
◆ 参  加  者   ６６０名（うち地区委員６０名） 
◆ 内    容   品川第二地区で最も盛り上がる事業の一つで、参加者からも

例年好評であるため今年度も実施予定。学校や町会ごとでチー

ムを組み、トーナメントや総当たり戦で優勝を狙う。ドッジボ

ールというチームスポーツを通して、仲間と協力し、一つの目

標に向かって力を合わせることの大切さや、上手になるために

努力することの大切さを学ぶ機会となっている。 
 

 

３．今後の取り組みの視点 

青少年を取り巻く状況は、価値観やライフスタイルの多様化、デジタル化の加速に

より、ますます複雑多様化している。品川区青少年対策地区委員会は、このような社

会環境の変化を踏まえ、柔軟に対応しながら今後も青少年健全育成活動の実施に努め

ていく。 



令和７年度 幼児・児童・生徒の健全育成推進活動報告 

品川区立学校長会 

 

１ 本年度の活動の概要 

品川区立保育園・幼稚園、小・中学校、義務教育学校は、区民の信頼と期待に応えるため、「品川

区立学校教育要領」および「保育・教育のガイドライン『のびのび育つしながわっこ』」等に基づき、

家庭・地域・行政諸機関との連携を強化し、幼児・児童・生徒の健全育成を進めてまいりました。 

 

２ 活動内容報告（概要） 

（１）ウェルビーイング教育の推進 

 令和７年３月に品川区教育振興基本計画・品川区教育ビジョンが策定され、ウェルビーイング教

育が重点施策の一つに位置付けられました。このことを受け、小学校、中学校および義務教育学校

において、以下の取組を実施しました。 

ア ウェルビーイングが実現した社会を「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」と位置付け、

子どもたち自身が多様な人々と共に生きる共生社会の中で、自らのウェルビーイングを実現す

るとともに、社会全体におけるウェルビーイング実現の担い手として成長するための実践的資

質や能力を獲得するための教育を行う。 

イ 令和７年度においては、品川区教育委員会より、しながわウェルビーイング教育重点校１校、

特別推進校３校、しながわウェルビーイング教育推進校１２校の指定を受け、各校で実践、研

究を行う。 

ウ ウェルビーイング指標の基づく児童・生徒アンケートを定期的に行い、学校での教育活動や

各種教育施策の改善を図る。 

 

（２）いじめの問題への対応 

すべての学校・教職員は、いじめについて、「いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されま

せん。いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得ます。」（品川区いじめ根絶宣言より）と

捉え、常に粘り強く取り組んでいかなければならない課題であると考えています。 

そのため、各校においては、以下のような取組を実施しました。 

ア 「品川区いじめ防止対策推進条例」に基づき、各校で年度毎に「学校いじめ防止基本方針」

を見直し、いじめ根絶に取り組むための学校システムを構築、組織的な対応を実施。 

・常設として「学校いじめ対策委員会」の設置。この委員会を中心とした迅速な対応。関係諸機

関と連携した重大事態への対処。 

・いじめの理解や未然防止に関する基本的な考え方の教員研修、相談しやすい体制づくり、保護

者との共通認識と連携。 

イ いじめを許さない学校づくりを目指した学校風土の醸成 

 ・１人１台端末活用し、毎日のこころとからだの連絡帳（デイケン）、月１回のいじめＤアンケー

ト、学期１回のこころの健康観察（ＮｉＣｏＬｉ）の３つの調査ツールを実施。児童・生徒一

人ひとりに注目し、いじめを適切に認知し、リスクをいち早く見つけ出して対応。 

 ・１人１台端末を活用し、年２回の子どものための学校風土調査を実施。集団の状況を把握し、

学級経営や授業を改善。 

 ・いじめ予防プログラムに基づく市民科の授業を年３回以上実施。 

・品川区いじめ防止教育研修を全教職員が受講 

・スクールカウンセラーの５年生、７年生全員面接、目安箱・専用電話の周知徹底。 

・「ふれあい（いじめ防止強化）月間」の取組（６月・１１月） 

資料３



・児童・生徒自身の力で学校生活を改善していく取組 

〇各学校の児童・生徒会が作成する各学校独自の「いじめ根絶宣言」 

〇各学校の児童・生徒役員が参加する児童・生徒会役員懇談会を毎年実施 

〇いじめに係る再認識や防止及び解決を図るための「いじめ根絶バッジ」の着用等 

ウ 品川学校支援チーム (HEARTS）との連携について 

・児童・生徒、保護者の悩みや不安に対する専門家の支援 

・多面的な支援を行うための報告・連絡・相談の徹底 

エ 様々な偏見や差別、いじめを生まないための指導の徹底 

 ・児童・生徒の気になる様子について教職員間で情報の共有 

 ・スクールカウンセラーによる面接の実施 

 ・いじめ防止などに係る校長講話の実施 

 

（３）生命尊重教育の推進 

ア 命を大切にする教育の推進 

・校長会が一つとなり、今後も児童・生徒に命を大切にする教育を進めていく。 

・市民科授業や朝会講話等、学校生活の様々な場面で生命尊重の教育を充実する。 

・校内研修を実施し、全教職員が児童・生徒理解に努め、迅速な組織的対応を図る。 

イ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

・平成３０年２月に配布された「ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための指導資料」及び

ＤＶＤを活用して各学校で授業を行う際、７月上旬に配布した「ＳＯＳカード」（品川保健所・

品川区教育委員会）やタブレット画面での相談機能も使用し、「ＳＯＳの出し方に関する教育」

に取り組む。 

ウ 児童虐待防止・ヤングケアラーに向けた取組 

・児童虐待防止研修を実施し、児童・生徒を虐待から守り、早期発見および通告義務等について

全教職員に周知徹底を図る。今年１０月に開設した区立童相談所との連携を強化する。 

 エ 生命（いのち）の安全教育の推進 

・園児、児童・生徒を性犯罪の加害者、被害者、傍観者にさせないために、文部科学省の「生命

（いのち）の安全教育」のホームページにある教材や、東京都教育委員会の「安全教育・防災

教育ポータルサイト」の教材を活用し、生命（いのち）の安全教育の推進を図る。 

 

（４）９年間を見通した一貫教育による健全育成活動の推進 

品川区の一貫教育の理念に基づき、各小・中・義務教育学校では、引き続き９年間を見通しなが

ら、地域全体の児童・生徒の健全育成に努めてきました。 

ア 「品川教育の日」を設定し、区立学校全教員が９年間で児童・生徒を育てる意識をもつ。 

イ 小中・義務教育学校合同生活指導主任会等で児童・生徒の情報を共有し、指導の連携を図る。 

ウ 不登校傾向にある児童・生徒について、対応の仕方や専門機関（HEARTS、スクールカウンセ

ラー、巡回相談員、主任児童委員、医療機関など）との連携の継続性を重視する。また、教室

に入れない児童・生徒の校内別室利用（令和６年度より全区立学校に校内別室指導支援員配置）。

不登校児童・生徒が通う教育支援センター（マイスクール）との連携、インターネット上で学

習や交流ができるメタバース空間ＶＬＰ（バーチャル・ラーニング・プラットフォーム）への

参加案内など、誰一人取り残さない学習選択を推進する。東京都不登校対応巡回教員を区内４

校に配置して複数の学校を巡回し、各校の支援体制強化や校内別室指導への助言を行う。 

エ 学校・家庭・地域社会の連携による非行防止、犯罪被害防止教育を推進するため、保護者・

地域住民の参加のもと、計画的、継続的にセーフティ教室を実施する。 

 



（５）情報モラル教育・情報モラル研修の充実や家庭ルールづくりの推進と啓発 

児童・生徒でも増加しているＳＮＳの交流系サイトなどに起因する問題に対応するため、児童・

生徒、保護者の正しい認識の向上に取り組みました。 

ア 家庭教育学級等を活用した保護者を対象とした情報通信機器の適正な使用方法の啓発 

イ 情報通信機器の安心・安全な取り扱い方などを題材とした市民科授業 

ウ 不適切な利用に対する、保護者・関係機関と連携した迅速な対応 

エ 「ＳＮＳ東京ルール」を踏まえた「ＳＮＳ学校ルール」の策定、「ＳＮＳ家庭ルール」づくり

の奨励 

 

（６）「しながわ子育てサポートブック」の活用 

ア しながわ子育てサポートブックの活用推進 

イ 家庭だけでなく、ＰＴＡ家庭教育学級や地域健全育成運営協議会、保護者会、個人面談等で

の積極的な活用 

ウ 家庭問題（虐待、貧困、病気など）を抱える児童・生徒の支援（様々な機関との連携） 

 

（７）健全育成に向けた区巡回相談員・都スクールカウンセラー・ＨＥＡＲＴＳの活用 

不登校児童・生徒については、年々増加傾向にあり、本区でも対応策を講じているところです。

いじめや生活指導上の諸問題の防止の観点も含め、問題の早期発見・早期対応を含めた、スクール

カウンセラー等と教員との連携した取組をさらに進めてきました。 

ア 都費スクールカウンセラーによる５、７年生全員との面接の実施による相談窓口の拡大 

イ 区巡回相談員による実態把握や必要な指示、助言などの具体的な解決に向けた取組 

ウ ＨＥＡＲＴＳによる児童・生徒、保護者、教職員への助言や支援活動の充実 

エ 不登校対策委員会を設置し、不登校についての情報共有と具体的な対策の検討 

 

（８）児童見守りシステム（まもるっち）と地域に守られる児童 

品川の児童の安心安全のトレードマークとなった「まもるっち」のさらなる定着と指導の徹底を

行っていきます。中学生には、「防犯ブザー」を配布しました。 

ア 下校だけでなく、常に携帯する『出かける時は、まもるっち』の推進 

イ 各校のセーフティ教室等で行う、不審者から身を守る犯罪被害防止に向けての指導の徹底 

ウ 多様な世代が日常活動の機会に実施する「ながら見守り」の推進（８３運動など） 

エ 「こども１１０番の家」の拡大と周知 

 

（９）交通安全教育の推進 

ア 交通安全教室（歩行、横断など）や自転車安全教室の実施 

イ へルメット着用等の継続的な安全指導、「子どもたちの自転車事故を防ぐために」の配布によ

る保護者への啓発の強化 

ウ 「交通安全チェックシート」や「ヒヤリハット地図」を活用した安全指導の徹底 

エ 「品川区通学路安全・安心プログラム」に係る取組での通学路の安全性の向上 

 

（１０）保幼小ジョイント期における・保幼小の連携による健全育成活動 

保育園・幼稚園から小学校へのスムーズな接続をめざし、「ジョイント期カリキュラム『しっかり

学ぶしながわっこ』」を基に、区立保育園・幼稚園と連携し、全校で実践してきました。 

ア 双方の指導内容・方法の関連性・系統性をより一層意識した指導 

イ 保幼小で時間や施設を共有するスクール・ステイ事業（平成２３年度より） 

・園児に、学校に親しみをもち、入学後の不安を減少させ、期待を高めさせる 



・園児に、学校に対する憧れと目標を持たせ、自立に向けて前向きな生活を送らせる 

・児童に、交流を通して自己肯定感や自己有用感をもたせ、情緒の安定につなげる 

３ 成果と課題 

園長会・小学校長会・中学校長会・義務教育学校長会が一つになり、幼・小・中・義務教育学校

の園長・校長が歩調を合わせながら一体となって活動を進めています。 

令和７年３月に策定された品川区教育振興基本計画・品川区教育ビジョンは、品川区がこれまで

の教育改革の中で積み上げてきた教育環境を基盤とする３つの基本的な柱および１２の方針を定

めたものです。令和７年度は、品川区教育ビジョンの実現のため、各学校・園の特色を生かした教

育課程を定め、取り組んでいます。しながわウェルビーイング教育特別推進校では、講師から提供

された学習指導案や教材を踏まえ、年間指導計画や学習指導案を開発し、品川区内の小学校、中学

校および義務教育学校へ授業公開を行っています。 

いじめ根絶に向けて、教職員のオンライン研修・対面研修、いじめ予防プログラムによる授業の

実践、未然防止、早期発見に対応するための複数の調査ツールによるチェックを行っています。い

じめを起こさせない学校風土の醸成、いじめの適切な認知による件数の増加に加え、重大事態を防

ぐ早期対応につながっています。さらに児童・生徒の安全・安心を守る課題に加え、人権尊重・生

命尊重についても最重要課題として、関係諸機関と連携しながら取り組んでまいりました。 

問題行動等については、学校、関係諸機関や地域から、「落ち着いている」、「補導等の件数が少な

い」などの報告がされています。また、地域との様々な交流については、ボランティア活動や地域

祭り、防災訓練などに児童・生徒が積極的に参加する姿が見られています。 

日頃からの地域との連携については、児童・生徒の健全育成の基盤と捉え、緊密な連携を図って

います。各学校が品川コミュニティ・スクールとして、学校を中心に地域ネットワークを形成し、

地域の中でたくさんの挨拶や会話が生まれ、お互いの繋がりを深めています。 

長期欠席児童・生徒の対応については、今後も早期の働きかけや粘り強い対応に努め、品川学校

支援チーム(ＨＥＡＲＴＳ）や「マイスクール（八潮・五反田・浜川・西大井）」、東京都不登校対応

巡回教員とも連携を進め、保護者とも緊密に連絡を取り合い、課題解決に向けた取組を進めてまい

ります。また、教室に入れない生徒への校内別室の利用の提案、さらにコミュニケーションスキル

に課題のある生徒へはＶＬＰ（バーチャル・ラーニング・プラットフォーム）への参加を案内する

など、本人の意向を尊重しながら、誰一人取り残さない学習の選択肢を提供するとともに、さらな

る魅力ある学校づくりを進めてまいります。 

様々な不安やストレスを抱える児童・生徒・保護者の状況を把握しつつ、いじめ防止や不登校対

策、自殺予防等、健全育成に係る取組を関係諸機関と協議しながら速やかに課題解決に努め、学校

長会と教育委員会が一体となって取り組んでいきます。 



PTA 活動における青少年健全育成と今後の活動 
品川区立小学校 PTA 連合会 
品川区立中学校 PTA 連合会 

 

「R７年度 PTA 活動における青少年健全育成状況」について 

 
昨年度に引き続き、多くの学校では青少年の健全な育成のため、PTA 活動の重要性を再

認識し、PTA と学校・地域との関わりを密に図ることのできた一年でした。 
子どもたちの成長段階を鑑みながら、小学校 PTA、中学校 PTA では、それぞれの役割か

ら以下の事項を取り組みました。 
 
小学校ＰＴＡでは、オンライン活用が定着してきた現状を踏まえ、より参加しやすい環境づ
くりに引き続き取り組んでいます。運動会や音楽発表会のインターネット配信、リモート会
議システムを用いた保護者会・ＰＴＡ会議など、ＩＣＴを取り入れた取り組みはここ数年で
大きく進み、多くの保護者の皆さまにとって身近なものとなりました。 
こうした便利さが広がる一方で、子どもたちのタブレット端末やスマートフォンの使い方
については、家庭・学校の双方で見守りがますます必要となっています。ＩＣＴが当たり前
に存在する時代だからこそ、安心して学べる環境を整える支援が重要だと感じています。 
ＰＴＡとしても、子どもたちの利用実態を丁寧に把握しながら、学校や教育委員会と連携し、
より一層の支援を続けてまいります。ＩＣＴの利便性を最大限に活かしつつ、健全な学びと
成長を守る取り組みを進めていく所存です。 
 
【小学校 PTA の主な取り組み】 

活 動 主 催 内 容 
各校イベント 各校 PTA 適宜実施 
家庭教育学級 各校 PTA 保護者向け教室 オンライン会議の活用 
PTA 会長会 PTA 連合会 対面＋オンライン会議による情報共有 
小中 PTA 連合会合同幹部研修会 PTA 連合会 対面での研修会(2025/7/5 開催・コーラスグループ「サ

ーカス」の叶親子によるハーモニーをテーマにした講
演)…目的：各校校長・会長への啓発。「違いを認め合
うために ハーモニーが教えてくれること」をテーマ
に講演をしていただきました。 

しながわドリームフェスティバル PTA 連合会 子どもたちの日ごろの成果を発表する場として、 
きゅりあん「大ホール」にて開催(2025/11/3) 
Zoom にてライブ配信実施 
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※その他、各校において子どもたちの安全を守る活動・各種活動が日常行われています。 
※祭礼時のパトロールは、各校状況に応じて実施しています。 
 
 
中学校 PTA では、生徒の成長過程に合わせた自主性を大切にしながら、一緒に取り組む直
接的な活動や間接的なサポート体制が主な活動となります。義務教育最後の 3 年間での生
徒一人一人の自立を促し、学校や地域との連携を図りながら生徒の成長を見守っておりま
す。家庭環境は様々ではありますが、各家庭での教育力向上を目指し、毎年地域健全育成運
営協議会を実施し、学校や地域と意見交換をしながら課題に取り組んでいます。市民科の授
業として、学校・地域・近隣大学生・保護者などを巻き込んだ対面での交流会を開催できた
学校もありました。祭礼などを通した地域との連携も再構築され、区民祭りや地域のイベン
トでは、中学生の立場でボランティアサポートを行い、地域における自発的な活動と当事者
意識が芽生えた生徒も多くいました。防災面でも中学生は、大人同様、活動に貢献できるた
め「自助・共助・公助」をコンセプトに意識しながら訓練を行っています。 
また、キャリア体験では、地域のお店や企業にご協力をいただき、社会でのかかわりを学習
する機会を創出しております。中学生の時分から社会への貢献を体験してもらい、社会に出
るためのステップとして健全な育成が進んでいます。 
 
【中学校 PTA の取り組み】 

活 動 主 催 内 容 
地域健全育成運営協議会 各校 PTA 参加者：小中・義務教育学校長、主任教諭、町会長、保護司、主任

児童委員、民生委員、地区委員、外部評価委員、青少年委員、校医、
幼保園長、児童センター、保護者 

家庭教育学級 各校 PTA 保護者向け教室 
…目的：家庭力向上 

PTA 会長会 PTA 連合会 対面＋リモートによる情報共有 
幹部研修会 PTA 連合会 対面での研修会(2025/7/5 開催・違いを認め合うために ハーモニ

ーが教えてくれること) 
…目的：各校校長・会長の啓発 

専門部研修会 PTA 連合会 対面での研修会(2025/11/8 開催) 
…目的：各校で抱えている課題解決及び意見交換会 

活動発表大会 PTA 連合会 発表校による活動報告およびコミュニケーションミーティング 
…目的：PTA 活動・取り組みから得られて経験を発表し、共有 

※祭礼時のパトロールは、各校状況に応じて実施 
 
 



今後の活動について 
 
 長期にわたる活動自粛期間の影響は今もなお、子どもたちの成長に大きな影響を及ぼし
ていると感じさせられます。不登校の増加、いじめ問題などメンタルケアがとても重要な状
況下において、家庭でのケア不足やスクールカウンセラー不足が指摘されており、できる限
りの早期ケアや様々な経験を積むことが重要であると考えています。家庭環境も様々では
ありますが、PTA として学校・地域と連携をしながら様々な経験ができる場を提供できる
よう協議してまいります。 

また、教職員の働き方改革の中で部活動の地域連携が段階的に実施されており、今後はさ
らに地域と連携しながら子どもたちを育てていく環境に移行していくと感じております。
一人も取り残さず、今ある課題に向き合い、臨機応変な対応と活動をしてまいります。 



     少年非行の概況について 

                                    警視庁大森少年センター                

□  都内の少年非行等の概況（令和７年上半期） 

○  非行少年の補導人員 

２，３５１名 前年同期比－６名 －０．３％ 

平成２２年から減少傾向だが、令和４年から増加し、本年

は横ばい傾向。 

 

○  不良行為少年の補導人員 

１４，３４３名 前年同期比－７３８名 －５．２％ 

 行為別  深夜徘徊、喫煙、風俗営業所等立入の順 

学識別  高校生、中学生、無職少年の順 

 

○  新宿トー横対策 

  年３回一斉補導、有害環境（ホスト、コンカフェ、売春、

薬物関連）取り締まり、OD、自殺行為の防止対策   
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品川区児童相談所の概況 令和６年度の状況
※令和6年4月1日〜9月30日は東京都品川児童相談所、令和6年10月1日〜令和7年3月31日は品川区児童相談所の数値

（１）全相談 受理状況(相談内容別)

被虐待相談 養育困難
その他

小計

東京都品川児童相談所
（R6.4.1〜R6.9.30） 404 69 473 80 22 33 19 627

品川区児童相談所
（R6.10.1〜R7.3.31） 488 50 538 3 92 12 40 22 707
※東京都品川児童相談所の保健相談の内訳は「不明」。割り振り先も不明。

（２−１）被虐待相談 受理状況（経路別）

家族・親戚 近隣・知人 児童本人 警察等 都道府県 区市町村 医療機関等 学校等 その他 計

東京都品川児童相談所
（R6.4.1〜R6.9.30） 34 51 7 220 9 10 2 13 58 404

品川区児童相談所
（R6.10.1〜R7.3.31） 45 61 6 167 49 37 16 90 17 488

（２−２）被虐待相談 受理状況（主訴別）

身体 ネグレクト 性的 心理 不明・非該当 計

東京都品川児童相談所
（R6.4.1〜R6.9.30） 82 43 2 269 8 404

品川区児童相談所
（R6.10.1〜R7.3.31） 139 80 1 268 0 488

（３）一時保護の状況（一時保護先別）

区
一時保護所

区外
一時保護所

乳児院 児童養護施設 里親
児童自立
支援施設

医療機関
障害児

関係施設
自立援助
ホーム

その他 計

R7.3.31時点 78 9 4 1 1 0 1 0 0 1 95

※その他の内訳は「民間の子どもシェルター1件」

（４）施設入所措置等状況

乳児院 児童養護施設 里親
児童自立
支援施設

児童心理
治療施設

自立援助
ホーム

障害児
入所施設

その他 計

R7.3.31時点 5 64 14 3 0 2 3 1 92

※その他の内訳は「ファミリーホーム1件」

（５）里親登録の状況

養育家庭 専門養育家庭 親族里親 養子縁組里親 計

R7.3.31時点 19 0 0 14 33(29)
※（）内は、登録内容が重複している家庭を除いた数（家庭数）。

※その他の内訳について
・東京都品川児童相談所は「不明」
・品川区児童相談所は「保育所0件、児童福祉施設15件、指定発達支援医療機関0件、認定こども園0件、家庭裁判所0件、里親0件、児童委員0件、その他2件」
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養護相談
保健相談 障害相談 非行相談 育成相談 その他 計



 

資料６-2 

品川区子ども家庭支援センターの現況 令和 7 年 4 月 1 日から 11 月 30 日の状況 

※令和 7 年度は速報値であり、今後変動する可能性があります。 

 

（1）全相談主訴 

 養護相談 

保健 障害 非行相談 育成 その他 計 
計 被虐待相談 その他 

令和 6 年 1138 918 220 1 3 6 356 6 1510 

令和 7 年 770 523 247 0 0 3 398 8 1179 

 

（2）被虐待相談 受理状況（経路別） 

 保健

所等 

近隣・

知人 

市町

村他 
児相 

学校

等 

家族・

親族 

保育所

等 

警察

等 
本人 計 

令和 6 年 152 38 36 297 172 97 84 33 9 918 

令和 7 年 88 5 24 204 51 66 69 14 2 523 

 

（3）被虐待相談 受理状況（主訴別） 

 
身体 ネグレクト 性的 心理 不明・非該当 計 

令和 6 年 194 234 0 490 187 918 

令和 7 年 113 86 0 259 65 523 

 



 

令和８年度青少年健全育成夏季対策パンフレット作成委員会の設置（案） 

                              

１ 目   的 

  夏休みの特徴を考慮し、家庭・学校・地域が連携して青少年の健全育成に取り組

むための一定の指針を示すとともに、青少年の地域活動への参加を積極的に呼びか

けるため、「夏季対策パンフレット」を作成する。 

 

２ 委員の構成 

（１）区立中学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表 １名 

（２）区立小学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表  １名 

（３）区立中学校ＰＴＡ連合会代表              １名 

（４）区立小学校ＰＴＡ連合会代表                   １名 

（５）青少年対策地区委員会代表                １名 

（６）青少年委員代表                        １名 

（７）女性･青年代表                １名 

（８）大森少年センター所長               １名 

（９）子ども未来部 (子ども家庭支援センター)       １名 

（10）教育委員会事務局（教育総合支援センター）      １名 

                                                      計１０名 

 

３ 開催時期 

   ５月頃に２回予定 

 

４ 発行予定部数 

   ２５，０００部 

 

 

 

 

 

 

 

                  【品川区青少年問題協議会事務局】 

                  子ども未来部子ども育成課子ども育成係 

                            ℡０３－５７４２－６７２０           
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令和８年度  

青少年健全育成冊子（中学校・義務教育学校（後期課程）生活へのガイドブック）

作成委員会の設置について（案） 

 

１ 目 的 

  小学校卒業・義務教育学校（前期課程）修了を控えた子どもと保護者に、中学校・

義務教育学校（後期課程）生活を正しく理解してもらうことを目的として、＜中学

校・義務教育学校（後期課程）生活へのガイドブック＞を作成する。 

 

 

２ 委員の構成 

（１）区立中学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表 １名 

（２）区立小学校長（区立義務教育学校長を含む。）の代表  １名 

（３）区立中学校ＰＴＡ連合会代表              １名 

（４）区立小学校ＰＴＡ連合会代表                   １名 

（５）青少年対策地区委員会代表             １名 

（６）青少年委員代表                  １名 

（７）女性･青年代表                   １名 

（８）大森少年センター所長               １名 

（９）子ども未来部（子ども家庭支援センター）      １名 

（１０) 教育委員会事務局（教育総合支援センター）    １名 

計 10 名 

 

 

３ 開催時期 

   １１月頃に２回予定 

 

 

 

４ 発行予定部数  

   ５，５００部 

 

 

 

 

               【品川区青少年問題協議会事務局】 

              子ども未来部子ども育成課子ども育成係 

                   ℡０３－５７４２－６７２０ 
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